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立憲主義を破壊し、国民のくらしや願いを無視して暴走する安倍自公政権のもとで、長岡
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Ⅰ．２０１６年度緊急要求項目  

 

  １．日本国憲法の改悪に反対し、立憲主義を擁護し、民主主義・平和主義・基本的人権 

の尊重をはじめ、現憲法の全条項を生かす市政運営を行うこと。 

  ２．職員の収賄事件については、徹底した全容解明を行うこと。職員個人に業務の判断

    が集中している状況を改善し、集団的に業務に当たれるよう、職員増員を行い、公

    正かつ透明な契約行政を確立すること。 

  ３．マイナンバーについては、市民のプライバシー権を尊重し慎重に取り扱うこと。不

    必要に取り扱い業務を増やしたり市民に記入や開示を求めることはせず、何らかの

    理由で記入できない市民に対し、不利益扱いを行わないこと。 

  ４．庁舎の建てかえについては、広く市民に情報を公開し、最小限のコストで市民に使

    いやすい庁舎となるよう英知を結集すること。 

  ５．新田保育所・長六小の複合施設、神足保育所の増築については、計画段階から地域

    や保護者、現場教員・職員などと十分に協議し、意見を取り入れること。各施設の

    安全管理体制はそれぞれ独立したものにすること。 

６．神足小・開田保育所の複合施設については、施設ごとの安全管理体制を確立するた

    め、保育所送迎車の駐車スペースを西側に設置し、学校と保育所の動線を分離する

    こと。 

７．新田保育所の移転後の跡地は、貴重な公共用地として保持し、利用については市民

の意見を聞いて決めること。 

８．東部地域のバス社会実験については、未利用者も含めた市民の要望を集約し、バス

    停増やダイヤの改善など、より便利な路線として本格運行すること。 

 ９．にそと防災基地、西代里山公園については、地域住民の意見を反映した安全対策の

強化と管理体制を確立されること。 

 １０．高浜原発の再稼働に反対を表明すること。原発からの即時撤退を国、電力会社に求

    めること。放射能被害に備え、避難対策の確立、ヨウ素剤の確保など、迅速な対応

    のため、地域防災計画を充実すること。 

１１．府営水道の他の受水市町との連携を強め、府営水道施設のダウンサイジングの議論

    を促進するとともに、府に基本水量（建設負担水量）減量を求め、水道料金を引き

    下げること。 

１２．国民健康保険の一元化を行わないよう、府と国に求めること。 

１３．アスベスト被害者の救済対策強化を国に求めること。 

１４．昨年強行された介護保険の２割負担化や施設入所者の一部への負担増の影響を把握

し、経済的理由で利用できなくなることのないように市として支援すること。 

１５．介護保険要支援者の地域支援事業への移行にあたっては、利用者の負担を増やすこ

となく、これまで受けられていたサービスを質量ともに保障すること。 

 １６．喫緊の課題である乙訓楽苑の移転について、行政が積極的に用地確保の役割を果た

    すこと。 

 １７．障がい者差別解消法にもとづく不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供につ

いて実効ある具体化を行うこと。 

 １８．中学校給食の方式決定や導入にあたっては、食育の観点を重視し、保護者・教職 

    員・生徒と十分に協議し、納得のもとで行うこと。 
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１９．学校、保育所の給食用食材の放射性物質測定の回数を増やし、放射性物質の検出さ

れた食材は使用しないこと。 

２０．長五小南校舎１階に児童用トイレを設置すること。 

２１．学童保育の市条例で定める「児童一人あたり区画１．６５㎡以上、支援の単位はお

おむね４０人」という基準の完全実施を早急に行うこと。当面の措置として複数ク

ラス化するクラブについては、それぞれ正規指導員の複数配置を行えるよう予算化

すること。 

 ２２．市民に深刻な影響を与える消費税１０％への増税の中止を求めること。公共料金へ

    の上乗せは行わず、市民生活に配慮すること。 

 ２３．生活困窮者自立支援法にもとづく事業については、窓口対応にとどまらず、地域の

    支援団体などとも協働しアウトリーチを強化すること。就労準備支援事業の要件に

    当てはまらない方でも、就労に向けた支援の必要な方へは独自に支援を行うこと。

    受託する事業所が創意を生かせるよう、効果的な活動場所の確保に支援を行うこと。 

 

 

Ⅱ．重点要求項目  

 

  １．基金の積み立てについての方針を市民に明らかにするとともに、市民生活に必要な

財政出動は積極的に行うこと。 

 ２．阪急長岡天神駅周辺整備のあり方は、周辺住民はもちろんのこと、市民的に情報を

   公開し、幅広い合意で決定すること。駅前広場の設置、南踏切の安全対策の早期実

   施と、バリアフリー化の計画的実現をすること。 

３．阪急西山天王山駅周辺のまちづくりについては、情報公開のもと広く市民の声を聞

き、住民合意で進めること。 

４．阪急バスの運行に関する市民の意見を集約・分析し、阪急バスに利便性の向上と利

用促進のための増便やダイヤ改正を申し入れること。 

５．はっぴぃバスは、１コイン運賃、運行回数増、土・日・祝日運行、運行路線増によ

る時間短縮などいっそうの充実をすること。奥海印寺鈴谷への運行復活をすること。 

６．京都第二外環状道路とそれに付随する道路の安全対策、環境保全策を講じること。

防犯灯未設置の歩道橋には早急に設置すること。騒音や大気調査を定期的に行い、

測定箇所を増やすこと。沿道の草刈り等整備を定期的に行うこと。 

    ７．市営駐車場は、公共施設利用者および障がい者は無料にすること。 

 ８．地下水位を全市域で調査すること。地下水保全に対する市の責任を明確にし、市 

         民・事業者と市の共同による具体的目標をもった地下水保全策、汚染防止策を策定

         すること。 

 ９．下水道事業については、国の補助金の増額を強く求め、引き続き一般会計からの繰

り入れを行うこと。 

１０．国民健康保険会計への一般会計からの繰り入れを増額し、保険料負担を軽減するこ

と。保険料・一部負担金の減免制度の拡充、任意給付の拡大（育児手当・休業補償

等）を行うこと。 

１１．国民健康保険証・後期高齢者医療保険証は、資格証明書や、１ヶ月や３ヶ月の短期

証の発行は行わないこと。短期証は窓口に留め置かず、必ず本人の手元に届けるこ
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と。 

１２．済生会病院の医師・看護師不足対策、各診療科の医療体制充実を国・府と共同で取

り組み、地域の中核医療機関としての役割を果たせるよう、必要な支援を行うこと。 

１３．子どもの医療費を、通院も高校卒業まで無料化するとともに、国・府にも制度の創

設・拡充を求めること。償還払いではなく受領委任払いにすること。 

１４．子育て新制度のもとでも、児童福祉法にもとづき保育への公的責任を果たすこと。

保育は有資格者により行うこと。保育所を増設し、待機児をなくすこと。 

１５．介護保険料の引き下げ・利用料の軽減拡充を行うとともに、在宅・施設それぞれの

必要かつ十分な公的介護保障を行うこと。 

１６．国連「障害者権利条約」にそって、障がい者の応益負担の撤回を国に求めるととも

に、障がい福祉サービスの利用料ゼロをめざすこと。 

 １７．障がい者手帳のない難聴者を支援につなげるため、乙訓聴覚言語障害者地域活動支

援センターと市、介護事業所等との連携を強化し、必要な体制充実のための支援を

行うこと。 

１８．少人数学級をすべての学校・学年に広げ、学級定数の引き下げを国に求めること。

支援学級についても定数を引き下げること。 

１９．市内中小企業の実態を把握し、経営について親身に相談に乗るとともに、公的融資

の増額、保証料・利子の全額補助、据置き期間の延長を行うこと。 

２０．地域経済の活性化のため、住宅リフォーム助成制度を創設すること。耐震改修工事

への補助の充実、条件の緩和とともに、融資制度も拡充すること。 

２１．公契約条例を制定し、市が契約行為を行う際には、その業務で働く労働者の雇用条

件の保障に市が役割を果たすこと。 

   ２２．ブラック企業・ブラックバイトなど労働者の権利侵害を許さないことを表明し、青

      年などに労働者の権利や相談窓口を周知する取り組みを推進すること。 

 ２３．生活保護基準引き下げの影響が、他の制度での負担増につながらないよう対応する

こと。 

 ２４．生活保護の相談および申請については、正規職員によって対応すること。申請は必

ず受理し、相談の段階での生活指導は行わないこと。扶助引き下げを理由に転居の

強制を行わないこと。 

 ２５．保育所をはじめ公的施設の耐震化計画を早期に確立すること。 

２６．豪雨による冠水・浸水被害の対策を早期に具体化し示すこと。 

２７．土砂災害への対策強化を国・府に求めるとともに、市民に危険性と避難の方法につ

いて十分に周知徹底すること。 

 

 

Ⅲ．分野別要求項目 

 

１． 公正で民主的な市民本位の行政運営  

 

１．「核兵器廃絶都市宣言」の制定を行い、市民とともに積極的に核兵器廃絶に取り組

むこと。 

２．行財政改革は、市民生活や職員へのしわ寄せではなく、不要不急の事業や、不要な
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補助金の見直し、国や府による地方への負担押しつけをやめさせること等を通じて

行うこと。 

  ３．職員の採用・昇任試験・人事については、公正に行うこと。公正さの確保できない

人事評価制度は廃止すること。非正規職員の雇用は、採用基準や労働条件を明確に

し、公正・透明に行うこと。 

  ４．市職員のサービス残業や長時間残業を根絶し、十分な市民サービスや技術の継承に

必要な人員を計画的に増員すること。 

５．男女共同参画条例の精神を生かし、男女共同参画を全庁的・系統的に推進するため

    の人的配置と体制づくりを行うこと。 

６．「山城人権ネットワーク推進協議会」および「人権政策確立要求京都府実行委員

会」「同山城地区実行委員会」「同長岡京市実行委員会」からすみやかに脱退する

こと。 

  ７．エセ同和団体、右翼、暴力団、差別団体などの行政介入を許さず、不当な要求に対

し毅然と対処すること。 

  ８．マイナンバー、住民基本台帳など行政の保有する個人情報の漏えい防止を徹底する

こと。 

 ９．地域集会所のない自治会、地域に対して、市有地の貸与、民間用地借り上げなどと

併せて、建設費の補助金を増額すること。 

１０．下水道の事業所への免除要綱を廃止し、事業所の使用水量に見合う下水道料金徴収

を行うこと。 

１１．市長及び三役の退職金について、報酬審議会に諮問し、見直しを行うこと。 

１２．指定管理者や事業実施主体を公募する際には、公平性を担保すること。民間企業の

参入にふさわしくない施設については、指定管理者の公募を行わないこと。指定管

理者とは互いに対等な契約主体として、条例や協定に基づき公正な関係を保つこと。 

１３．在住・在勤・来訪する外国人のために、行政サービスの案内・周知の看板や印刷物

への外国語表記を拡充すること。 

１４．非正規職員に対して、休暇の取得や作業服の支給、健康診断、予防接種への補助等

で正規職員との差別を行わず、均等に処遇すること。退職金や一時金、昇給の制度

を確立・充実すること。 

 １５．税の自主権を形骸化し、市民生活を守れない「京都地方税機構」からは脱退し、市

として市民の立場に立った課税収納業務を行うこと。 

 

２．生活の安全対策  

 

  イ．道路整備と改修 

１．傷んできている市道・私道の舗装改修を年次計画で行うこと。 

２．歩行者や車いす、ベビーカーが安全に通行できる歩道整備と自転車道の配置を促

進すること。 

３．府道大山崎大枝線の西陣町～光明寺前交差点の歩道拡幅及び市道３２８７号線

（光明寺交差点以北）への歩道の設置と雨水排水の整備を行うこと。 

４．府道長岡京停車場線の天神石段下までのバリアフリー化を促進すること。 

５．小畑川沿い通学路の拡幅整備・歩車道分離等の安全対策を急ぐこと。古市橋周辺
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左岸、大門橋周辺右岸、久貝３丁目土手の拡幅や、神足橋以南の歩道整備を進め

ること。 

６．奥海印寺西垣外から竹ノ下への急こうばい道路に歩道を含め滑り止め対策を講じ 

ること。 

   ７．下海印寺川向イから友岡川原に向かう道路の改修を行うこと。 

   ８．ルノーブル～長六小正門～天神ハイツ１８棟までの歩道の整備を行うこと。 

      ９．調子八角～友岡交差点の歩道を整備すること。あわせて、交通安全の注意喚起を

     する看板等の設置を行うこと。 

     １０．乙訓橋西詰の阪急ガード下の歩道高低差の解消をすること。 

     １１．ＪＲ長岡京駅から東に延びる道路および古市橋の歩道の拡幅を行うこと。 

   １２．府道伏見柳谷高槻線の西陣町交差点から文化センター前交差点までの道路北側に

      歩道の設置とバス停の安全確保をすること。 

   １３．落合橋から巡り原地域への下り坂は、車両のすれ違いや退避ができるよう改善す

      ること。 

 

  ロ．側溝・水路改修 

１．市民負担なしでの私道の側溝改修を年次計画で行うこと。 

２．下水道設置と併せた道路・側溝改修の未整備地域の道路整備及び側溝改修を促進

すること。 

   ３．改修ができていない農業用水路のしゅんせつを市の責任で定期的に行うとともに、

住宅地の水路については住民の安全確保を図ること。 

４．三菱製紙西側の市道４０１５号線に側溝蓋の設置をすること。 

    ５．グレーチングのスリップ対策を計画的に推進すること。特にアゼリア通りの自転

    車指導帯上は早急に行うこと。 

   ６．川原公園前の歩道の排水改善を行うこと。 

 

  ハ．防犯灯・街灯の設置と整備 

   １．長九校区のフレッシュバザールおよびマツモト予定地周辺に、国道も含めて防犯

灯を設置すること。 

   ２．小畑川沿いの長三中、長八小、長九小の通学路に防犯灯を増設すること。 

   ３．府道伏見柳谷高槻線（馬場交差点から三菱電機の間）の街灯の増設をすること。 

  ４．神足橋～大門橋の小畑川右岸への防犯灯の設置をすること。 

５．宅地開発にあたっては、入居までに防犯灯が点灯できるよう指導すること。 

 

  ニ．市民の足確保と交通安全対策 

１．阪急バスに低床バスの増車と乗車時車高が下がるニーリング装置のついたバスの

導入を求めること。バス停留所に屋根及びベンチの設置を早期に進め、ＪＲ長岡

京駅前については、風防・待合室等を設置すること。 

２．公共交通空白地域である浄土谷・柳谷地域の住民の足の確保対策を確立すること。 

３．ＪＲ長岡京駅西駐輪場は市直営にし、他の市営駐輪場と併せて使用料金を引き下

げ、特に通学生の負担軽減を行うこと。民間駐輪場に対しても補助や助成制度を

つくり、放置自転車ゼロに向けた対策を行うこと。 
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４．小畑川の滝ノ町―西の京間に人道橋を設置すること。馬場橋に歩車道分離のため

の人道橋を設置し、交差点の安全対策をすること。 

５．阪急長岡天神駅南踏切の安全対策のため、東行きでの右折について、時間制限で

右折禁止など規制を検討すること。 

６．緑が丘住宅入口（ながおかスタジオ前）の交差点の安全対策を講じること。 

７．西友とリバティの間の交差点およびルノーブル角の交差点の安全対策を講じるこ

と。 

   ８．長法寺小学校前の交差点の安全対策を講じること。 

   ９．府道伏見柳谷高槻線（三菱通り）の、ＪＲ線路脇道路との交差点の安全対策を講

じること。 

１０．府道西京高槻線のイガヤ酒店前交差点の安全確保と歩道の設置。 

１１．市営駐車場入り口前の道路と西国街道との交差点について信号設置など安全対策

を講じること。 

１２．落合橋歩道の拡幅とともに、落合橋西詰交差点の安全対策。 

１３．ＪＲ野上ガード周辺の安全対策・歩車道分離を急ぐこと。 

１４．府道大山崎大枝線の長岡病院～かつらぎガスセンター間に歩道を設置すること。 

１５．馬場１丁目交差点の東西行きの線形を滑らかにするなど、車両の錯綜防止と歩行

者・自転車の安全対策を講じること。西および北から進入する車が安全に右折で

きるよう信号の方式を検討すること。 

１６．ＪＲ西口ロータリーの送迎車の安全対策、北側接続道路入り口の安全対策を講じ

ること。 

１７．ＪＲ東西自転車駐輪場については、通勤時に整理員を置くなど、付近で自転車と

歩行者の事故が起こらない対策を講じること。駅前広場の自転車ルールを確立す

ること。 

１８．ＪＲ調子老ヶ辻の踏切の安全対策を講じること。 

  １９．府道西京高槻線の友岡３号公園前付近に横断歩道を設置すること。 

  ２０．セブン通り入り口に駐停車する送迎車の解消対策を講じること。 

２１．私道においても、公道と同等になっているところでは、カーブミラー等の安全対

策を市の責任で推進すること。 

２２．調子八角に音声信号を設置すること。隣接する西国街道の入り口の安全対策を講 

   じること。西山天王山駅ロータリーの横断歩道に安全対策を行うこと。 

 

  ホ．信号機の設置・改善 

１．市道０１０５号線と１０２２号線の交差点（太鼓山通りと奥海印寺通り）に設置。 

２．府道大山崎大枝線の梅が丘住宅入り口のＴ字路および御陵道入り口のＴ字路につ

いては、依然として交通事故が多発しており、信号機の設置場所を改善するなど、

安全対策を緊急に講じること。 

３．文化センター通りの西友北側に通じる三叉路に設置。 

   ４．府道伏見柳谷高槻線のくぼた医院前の横断歩道に設置。 

 

３．環境保全、生活環境整備  
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１．市温暖化防止計画は、ＣＯ₂ 排出量の大部分を占める市内企業とともに取り組む目

標を明確にして、真に本市のＣＯ₂ 排出量削減に責任を果たすこと。 

２．自然保護、地下水涵養、水質保全、防災の観点から、西山一帯の開発については厳

しく規制し、非生産の竹林（放置竹林）整備をさらに推進すること。 

３．開発指導にあたっては「まちづくり条例」に基づく住環境保全と、市民の立場に立

った積極的な業者指導を行うこと。京都府に対し、都市計画法施行令に基づき開発

許可基準面積を３００㎡とし、連続する用地の開発は一体として判断するよう要求

すること。 

４．住宅に使用されているアスベストの調査・除去への助成制度を創設すること。   

５．ゴミ有料化は行わず、分別・リサイクルの推進により、ゴミ減量をさらに進めるこ

と。 

６．ゴミの捨て方やステーションの表示については、在住在勤の外国人などにも配慮し

た表示を行うこと。プラが風で飛ぶのを防ぐため、ケースに蓋を設けるなど改善す

ること。 

７．第５週目と祝日の分別収集を完全実施すること。 

８．大型ゴミの無料収集を復活し、乙環と連携して衣料や家具などの定期的なフリーマ

ーケットを開催するなどリサイクルを推進すること。 

９．西山などの不法投棄防止の啓発と対策強化をすること。小泉川・小畑川への不法投

棄防止の啓発とパトロール、定期清掃を府と連携して行うこと。 

１０．光風台地域・鈴谷地域や、長五・長八小学校区など住宅急増地域、高齢化の進んで

いる地域での郵便ポストの設置を働きかけること。 

 １１．スズメバチ駆除のための予算を復活すること。 

１２．下水道管の未接続世帯への融資について、融資額の増額、所得制限の緩和を行うこ

と。「いきいき住まい助成」制度との併用ができるように改善すること。 

１３．プールがわりに広く利用されている「じゃぶじゃぶ池」は、水質や駐車場対策など

安全確保の体制を市の責任で行うこと。 

１４．市内各公園に水道、時計、公衆便所、健康遊具などの設置を計画的に進め、遊具の

     点検・草刈り・樹木の剪定は定期的に実施すること。恵解山古墳公園にトイレを設

     置すること。 

１５．久貝・開田・滝ノ町二丁目・天神三丁目地域に児童公園を設置すること。 

 １６．障がい者・高齢者・病人など社会的弱者にやさしいまちづくりの立場から、幹線道 

路・商店街・公園・緑地など各所にベンチの設置をすること。 

     

４．医療・保健衛生・福祉対策  

 

イ． 医療・衛生対策 

１．高齢者のインフルエンザ接種の補助については、対象者全員にクーポンを送付す 

るなど手続きを簡素化すること。 

２．インフルエンザ・おたふくかぜ・Ｂ型肝炎予防のワクチン接種費用への公費負担

  を進めること。 

３．小児科の夜間医療体制を、地域医療機関とも連携し確立すること。 

４．特定健診については、健康増進の観点から、本人負担の無料化を行うこと。乳が
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ん・子宮がん検診は毎年行うこと。 

 

ロ． 乳幼児、児童対策 

１．幼稚園の保護者負担軽減の助成、幼稚園運営振興助成を拡充すること。 

２．児童虐待を防止するため、公的支援体制を充実すること。妊娠時期からの保護者

の悩み、孤立感を取り除く取り組みを引き続き行政として積極的に行うこと。そ

のために必要な保健師、保育士、相談員など人的配置を行うこと。 

   ３．ポニーの学校の職員体制や施設を拡充し、希望する親子が必要な時間利用できる

ようにすること。 

４．正規保育士を増員し、子どもの育ちに一貫して責任を果たすこと。クラス担任、

障がい児加配の保育士は正規職員とすること。 

５．保育所のトイレ・水まわりの改修を計画的に実施すること。 

６．保育所で障がい児もゼロ歳児から受け入れること。 

７．無認可保育所に対する助成を抜本的に改善し、公立や法人施設との格差を解消す

ること。障がい児受け入れ措置に対する助成を改善すること。運営補助金（簡易

保育事業補助金）の復活を府に求めること。 

 ８．認可保育所を目指す取り組みには、積極的に用地確保や補助金交付をはかること。 

 ９．子育て支援の総合センター的機能を果たす拠点を作り、子育て支援団体などの活

動を支援し促進できるようにすること。子育てサークルが気軽に集まれる活動場

所を確保するとともに、公共施設等を利用する場合には助成を行うこと。 

 

  ハ．介護保険・高齢者対策 

１．介護の必要な人すべてが、施設・在宅を自由に選択できるよう整備を進めること。 

２．国が示している滞納・未納へのペナルティを行わないこと。 

３．介護計画の作成は、被保険者の要望にそった自立支援計画を徹底されること。 

４．介護を受ける高齢者の人権・プライバシーを守る体制を確立すること。 

５．民間業者の参入によって、事業者がサ－ビス受給者を選んだり、現在の福祉サ－

ビスの低下や負担増にならないように指導と基準設定をすること。 

   ６．地域密着型サービスについては、事業所との定期的な連絡調整を行い、負担軽減、

利用しやすい体制整備を行うこと。 

   ７．地域包括支援センターの体制強化と増設を行うこと。 

   ８．介護サービスの住宅改修は、「いきいき住まい改造助成」とあわせて受領委任払

いを実施すること。 

   ９．オムツ券補助を増額し、在宅日数の制限をなくすなど拡充すること。利用の際に

は業者を制限しないこと。 

  １０．一人暮らしの高齢者に対する「緊急通報システム」の申請の簡素化と設置を無料

化すること、あわせてバッテリー交換も無料にすること。 

１１．福祉電話を復活させること。 

 

  ニ．障がい者（児）対策  

１．障がい者扶養共済制度の掛金への補助について、府が削減した補助の復活を求め

るとともに、市独自での拡充をはかること。 



9 

２．施設入所の障がい者が一時帰宅の際、必要に応じた在宅サービスが受けられるよ

うにすること。 

３．障がい者が希望に応じて、地域で生活できる住居の確保と一般・福祉就労ができ

るよう対応すること。Ａ型事業所を増やすための支援取り組みを行うこと。 

４．障がい者福祉施設を増設し、希望者がすべて入所・通所できるように改善するこ

と。特に、向日が丘支援学校の卒業生等の進路を保障すること。 

５．障がい者福祉施設の運営補助金の一律削減を撤回し、人員体制強化や、施設の老

朽化に対応するための補助をするなどで、安定運営を保障すること。 

６．障がい者の訪問看護を福祉医療として認め、自己負担を軽減すること。通院費の

援助制度を確立すること。 

７．移動支援サービスの月利用上限時間を実状にふさわしく増やすこと。 

８．向日が丘支援学校への学童保育の設置と同時に、放課後等児童デイサービスの拡

充を進めること。市内学童保育に通う際には、移動支援サービスを含めニーズに

そった公的支援を行うこと。 

 ９．愛のタクシーチケット支給対象を拡充すること。一人あたりの支給額を実情にふ

さわしく引き上げること。 

１０．保護者が発達相談機関、医療機関とともに子どもの発達を記録する発達支援ファ

イルの作成、成人の発達障がいに対する支援など、途切れない発達支援を進める

こと。 

１１．発達障がい・精神障がいのある市民の社会参加や生活のサポートを行うこと。行

政窓口対応の際にもわかりやすい言葉で理解できる説明を行うこと。 

１２．増大するニーズにふさわしい相談支援事業の体制を保障すること。 

１３．ガラシャ祭など行政の関わるイベントに障がい者が安心して参加できるよう、観

覧席を設けるなどの環境整備を行うこと。 

 

  ホ．介護保険・高齢者対策と障がい者（児）対策の共通項目 

   １．独居・老老・障がい者世帯等に対して、市として見守り訪問体制を確立すること。 

２．高齢者、障がい者等市民が気軽に集えるふれあいの場をまずは小学校区単位に開

設するとともに、空き家の借り上げや家賃補助など、市民の同趣旨のとりくみに

支援をすること。 

３．要介護者や障がい者の家族へのレスパイトケアとして、必要なときに入所できる

短期入所サ－ビス等の拡充をすること。 

４．配食サ－ビスを毎日対応し、１日２食以上にすること。家族の状況に応じて柔軟

に利用できるようにするとともに、利用者の状態に見合った食事内容とすること。 

５．ケアホームやグル－プホームなど居住施設を増設するとともに、職員体制の確保

     に支援を行うこと。 

６．４０～６４歳の市民について、指定された疾病以外でも、障がい者を含めて必要

な介護が受けられる措置をとること。 

 

５．教育・文化・スポ－ツ対策  

 

  イ．学校教育 
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１．教育現場では、子ども・教職員の自主性と意見を尊重し民主的な学校づくりをす

    すめること。 

２．児童数が急増している長岡第五小学校は、教育環境の整備を早急に講じ、教育の

機会均等の立場を堅持すること。 

３．教職員の長時間にわたる時間外勤務の解消、健康管理について、労働安全衛生法

にもとづく上司の管理責任を果たすとともに、現場の声を反映できる検討委員会

を立ち上げ実効ある対策を行うこと。休憩室、更衣室を各学校に確保すること。 

４．いじめ・不登校対策や発達支援、生活困窮など、個別の児童・生徒に十分な対応

    ができる教職員の体制を確保し、担任と学校全体が連携できるようにすること。 

   ５．学校行事は学校の主体性を尊重し、「日の丸」「君が代」「愛国心」は強制せず、

憲法に基づく内心の自由を保障すること。積極的に平和教育を推進すること。 

   ６．競争と差別・選別を助長する教育ではなく、すべての子どもに必要な基礎学力と

発達を保障する教育を行うこと。全国いっせい学力テストは参加しないこと。 

７．義務教育無償の原則から、教材費の予算増額と給食費・部活動費の補助制度の導

      入など保護者負担を軽減すること。修学旅行費と野外活動費の全額市費負担を行

      うこと。 

８．特別支援教育は児童・生徒の障がいに合わせた学級設置、特別支援員の継続配置 

と充実を行うこと。また、全小中学校に通級指導教室の設置を行うこと。 

９．中学校の学力向上の支援員については、すべての学年に配置すること。 

１０．教育支援センターの体制を強化し、学校との連携を強めること。 

１１．学校図書室の充実と司書の正規職員化・常駐化をすること。 

１２．地区プールの事故防止と充実のため、監視員・補助員など体制を確立すること。 

１３．学校給食は直営で行い、地元農作物・国産農産物を最大限使った、米飯中心の安

心・安全な給食を実施すること。 

１４．通学路の点検を行い、保護者の要求する地域への交通指導員の配置など、児童・

生徒の安全対策を強めること。 

１５．小中学校のトイレ改修を早急に完了すること。 

１６．学校評価アンケートについては、教職員と保護者の信頼関係を崩すような項目は

なくすこと。 

１７．学校での大災害を想定した実践的な防災教育・訓練をおこなうこと。 

１８．学校と保育所の年長児クラスの担任とで実施している、新年度入学生に対する個

別の引継ぎ面談を市外保育所、幼稚園とも行うこと。 

 

  ロ．社会教育・文化振興 

１．子ども会指導者育成協議会の活動拠点の確保と青少年の地域活動を支援すること。 

２．公共施設予約システムについては、利用者登録は全施設共通でできるようにし、

誰もが利用できるよう簡素化をはかること。２４時間の予約受付を実施すること。

予約申請で不公正が出ないようにすること。 

３．文化振興や市民団体の育成の立場から、長岡京記念文化会館の使用料負担を軽減

すること。中央公民館や市民ホール・産業文化会館・中央生涯学習センター・多

世代交流ふれあいセンターの使用料の引き下げと減免制度の拡充を行うこと。 

４．産業文化会館にエレベーターを設置すること。公共施設の机やいすなど傷んでい
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る備品の更新を進めること。 

５．社会教育活動に必要な施設の不足を解消するため、コミュニティセンター等を計

画的に建設すること。 

６．図書館の新書購入等の予算を増額し、市民要望に積極的に取り組むこと。 

７．埋蔵文化財に対する発掘、調査、買い上げ費への国庫補助拡充を要求すること。 

８．学童保育の運営は民間委託を行わず、必ず正規職員を複数配置すること。 

９．学童保育への障がい児受け入れに見合った施設整備と指導員の配置をすること。 

１０．学童保育の開所時間については、向日が丘支援学校の短縮授業や終業式にも合わ

せて開所し、職員を配置すること。 

１１．当面、中学校区単位に児童館の設置を計画的に実施すること。 

 

  ハ．スポーツ 

１．スポーツ予算を大幅に増額し、施設の増設、利用料の引き下げ、活動支援体制の

確立を行うこと。 

２．スポーツセンターを拡充し、陸上競技場・多目的広場・市民温水プールの建設を

すすめること。 

３．学校等の夜間照明設備を計画的に増設すること。 

４．ボール遊びなど多目的に使用できる公園やグラウンドを地域に増やすこと。 

 

６．産業・観光・労働対策  

 

１．企業立地促進条例は廃止し、特定企業への単なる金銭供与ではなく、真に地元雇用

促進と地域経済活性化ができる制度を構築すること。 

２．「中小企業振興条例」を制定し、「小規模工事・物品契約登録制度」の創設など仕

事おこし対策に取り組むこと。 

 ３．企業に地元雇用や障がい者雇用の促進を要請すること。失業者への公的就労対策を

講じること。 

４．女性労働者の労働条件の改善を行政指導すること。 

５．学校、病院、保育所などで本市の農産物を使用し、市民や観光客への販売拠点を拡

充するなど、地産地消をすすめること。 

６．効果を発揮しているイノシシ・シカ・アライグマ等の鳥獣被害への対策と防護柵等

の維持管理対策を強化すること。 

７．観光案内所・観光情報センターへの案内看板を目立つものにし、レンタサイクルを

増やし、駐輪場を確保すること。外国語での案内を充実すること。 

  ８．買い物弱者対策のニーズ調査を行い、商工会、商店街、市内業者との協働で具体化

を図ること。 

  ９．竹チップや間伐材など西山の資源を生かした地産地消のバイオマスエネルギーづく

りや商品化を市の政策として取り組むこと。 

 

７．生活支援対策  

 

１．失業者、低所得者、零細業者、高齢者、障がい者、母子・父子家庭などに対し、各
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     種減免や負担軽減策など必要な生活支援を具体化すること。 

２．市税の減免制度を拡大すること。 

３．申請にもとづく各種の減免制度は、「広報ながおかきょう」での告知ですますので

はなく、対象者すべてに行きとどく周知徹底を行うこと。 

４．「暮らしの資金」の貸出しを通年化し、限度額を２０万円に引き上げること。併せ

て、返済方法の改善をすること。 

５．府営住宅の早急な建設、市営住宅の増設をすすめ、母子・父子家庭、高齢者世帯、

障がい者が優先的に入居できる対応とともに施設改良を促進すること。野添住宅の

一般公募を早急に実施すること。 

６．家賃補助制度については、住宅に困窮する世帯に確実にゆきわたる制度へと拡充す

ること。高齢者や障がい者、青年など、賃貸住宅の入居が困難な世帯に対して、行

政として支援を行うこと。 

 

８．防災・震災対策・消防強化  

 

１．本市の地質調査に基づき、活断層周辺での開発のあり方を検討すること。 

  ２．現存するため池の埋立は行わないこと。 

３．防火水槽・消火栓については、必要な点検と増設をすること。 

４．市民に対し、避難場所・表示板の周知、高齢世帯・障がい者世帯・独居世帯・外国

人などへの情報・救援方法の周知を徹底する体制の構築を図ること。 

５．建設関係団体と災害時に連携できるよう協定を結ぶこと。必要な食品・医薬品・衣

    料などの備蓄を各自治会館にも設置すること。 

６．小畑川の浸水対策として、河床の整備を推進するとともに、小畑川以東に浸水時も

避難できる避難所を設置すること。浸水が想定されている地域の浸水時の避難方法

を確立し徹底すること。 

７．「消防力の基準」をふまえた必要な人員の増員をすること。 

  ８．消火器の薬品詰め替えの補助金制度を復活し、市民の防災対策を支援すること。 

  ９．住宅への火災報知機設置費用への補助を行うこと。 

 １０．長岡京市耐震化促進計画の目標達成へ、耐震化を促進するさらなる支援策を講じる

    こと。 

                                       以  上 


